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【 検査 】 

 

６６９ 造血器腫瘍細胞抗原検査（白血病疑い等）の算定について 

 

《令和７年９月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

次の傷病名に対して、骨髄穿刺、リンパ節生検等が実施されている場合の

Ｄ 005「 15」造血器腫瘍細胞抗原検査（一連につき）の算定は、原則として認

められる。 

⑴ 白血病疑い※ 

⑵ 悪性リンパ腫疑い 

⑶ 骨髄異形成症候群疑い 

⑷ 多発性骨髄腫疑い 

 

※ 急性又は慢性骨髄性白血病並びに急性又は慢性リンパ性白血病 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

造血器腫瘍細胞抗原検査は、厚生労働省通知※に「造血器腫瘍細胞抗原検査

はモノクローナル抗体を用いて蛍光抗体法、酵素抗体法、免疫ロゼット法等に

より白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内抗原の検索を実

施して病型分類を行った場合に算定できる。」と示されている。 

上記疑い傷病名でも、骨髄穿刺、リンパ節生検等が実施されている場合、こ

れらの疾患を強く疑っての施行と考えられ、また、検体採取時の侵襲を避ける

ためにも、疑い時に採取された検体を用いての上記検査の実施は妥当と判断

できる。 

以上のことから、上記傷病名に対して、骨髄穿刺、リンパ節生検等が実施さ

れている場合の当該検査の算定は、原則として認められると判断した。 

 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 
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